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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数のフレームの同一位置のそれぞれにおける反射波データのデータ列に対してフレー
ム方向でフィルタ処理を行って、設定される関心領域における血流情報を収集する収集部
と、
　前記血流情報の表示において、表示される流速値の範囲を変更する第１指示を受け付け
る第１受付部と、
　前記関心領域に関わる設定を変更する第２指示を受け付ける第２受付部と、
　前記第１指示を受け付けた場合には当該第１指示に応じて前記流速値の範囲を変更し、
且つ、前記第１指示に応じて前記流速値の範囲が変更された後に前記第２指示を受け付け
た場合には前記流速値の範囲を維持する調整を行う調整部と
　を備える、超音波診断装置。
【請求項２】
　前記調整部は、前記第２指示として、前記流速値の範囲が上がるような変更の指示を受
け付けた場合にも、前記第１指示によって変更した流速値の範囲を維持する調整を行う、
　請求項１に記載の超音波診断装置。
【請求項３】
　前記調整部は、前記第１指示によって変更された後の流速値の範囲以外の条件に基づい
て決定された走査線ごとの第１送受信時間と、前記第１指示によって変更された後の流速
値の範囲に基づいて決定された走査線ごとの第２送受信時間とを比較し、比較結果に応じ
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て前記調整を行う、
　請求項１又は２に記載の超音波診断装置。
【請求項４】
　前記調整部は、
　前記第２送受信時間が前記第１送受信時間より大きい場合に、前記条件に含まれるパラ
メータのうち送受信時間とは異なる他のパラメータを維持し、
　前記第２送受信時間が前記第１送受信時間より小さい場合に、前記条件に含まれるパラ
メータである走査線の数を減少させ、
　前記収集部は、前記調整部によって調整された条件で、前記血流情報を収集する、
　請求項３に記載の超音波診断装置。
【請求項５】
　前記調整部は、前記第２送受信時間が前記第１送受信時間より小さい場合に、前記血流
情報を収集する領域の方位方向の長さを維持しつつ、前記走査線の数を減少させる、
　請求項４に記載の超音波診断装置。
【請求項６】
　前記調整部は、前記第２送受信時間が前記第１送受信時間より小さい場合に、前記血流
情報を収集する領域の方位方向の長さを短くしつつ、前記走査線の数を減少させる、
　請求項４に記載の超音波診断装置。
【請求項７】
　前記調整部は、前記第２送受信時間が前記第１送受信時間より小さい場合に、前記走査
線の数を減少させ、減少させた前記走査線の数が所定数以下になると、警告を報知させる
、
　請求項４～６のいずれか一つに記載の超音波診断装置。
【請求項８】
　複数のフレームの同一位置のそれぞれにおける反射波データのデータ列に対してフレー
ム方向でフィルタ処理を行って、血流情報を収集する収集部と、
　前記血流情報の表示において、表示される流速値の範囲を変更する第１指示を受け付け
る第１受付部と、
　前記血流情報を収集するための条件に含まれるパラメータを変更する第２指示を受け付
ける第２受付部と、
　受け付けた前記第１指示が前記流速値の範囲の上限を上げる指示であれば、警告を報知
させ、前記第１指示が前記流速値の範囲の上限を下げる指示であれば、前記流速値の範囲
の上限を下げ、上限を下げた流速値の範囲を、前記流速値の範囲に係るパラメータを変更
する前記第２指示を受け付けた場合にも維持する調整を行う調整部と
　を備える、超音波診断装置。
【請求項９】
　前記収集部は、設定される関心領域における前記血流情報を収集し、
　前記第２受付部は、前記関心領域に関わる設定を変更する指示を前記第２指示として受
け付け、
　前記調整部は、前記第２受付部が前記第２指示を受け付けた場合には前記流速値の範囲
を維持する、
　請求項８に記載の超音波診断装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明の実施形態は、超音波診断装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、超音波診断装置は、ドプラ（Doppler）効果に基づくドプラ法により、超音波の
反射波から血流情報の生成及び表示を行う機能を備える。近年、血流を高速、高分解能、
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高フレームレートに映像化することにより、通常のドプラ法と比較して、動きの遅い組織
に由来するクラッタ成分を大幅に抑制した血流情報を得る技術が提案されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２０１４－０４２８２３号公報
【特許文献２】特開２０１４－１５８６９８号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　本発明が解決しようとする課題は、所望の流速値の範囲で血流情報を表示することがで
きる超音波診断装置を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　実施形態の超音波診断装置は、収集部と、第１受付部と、第２受付部と、調整部とを備
える。収集部は、複数のフレームの同一位置のそれぞれにおける反射波データのデータ列
に対してフレーム方向でフィルタ処理を行って、設定される関心領域における血流情報を
収集する。第１受付部は、前記血流情報の表示において、表示される流速値の範囲を変更
する第１指示を受け付ける。第２受付部は、前記関心領域に関わる設定を変更する第２指
示を受け付ける。調整部は、前記第１指示を受け付けた場合には当該第１指示に応じて前
記流速値の範囲を変更し、且つ、前記第１指示に応じて前記流速値の範囲が変更された後
に前記第２指示を受け付けた場合には前記流速値の範囲を維持する調整を行う。
【図面の簡単な説明】
【０００６】
【図１】図１は、第１の実施形態に係る超音波診断装置の構成例を示すブロック図である
。
【図２】図２は、第１の実施形態に係るドプラモード用の超音波走査の一例を示す図であ
る。
【図３】図３は、従来技術について説明するための図である。
【図４】図４は、第１の実施形態に係る調整機能の処理を説明するための図である。
【図５】図５は、第１の実施形態に係る調整機能の処理を説明するための図である。
【図６】図６は、第１の実施形態に係る調整機能の処理を説明するための図である。
【図７】図７は、第１の実施形態に係る調整機能の処理を説明するための図である。
【図８】図８は、第１の実施形態に係る調整機能の処理を説明するための図である。
【図９】図９は、第１の実施形態に係る超音波診断装置の処理手順を示すフローチャート
である。
【図１０】図１０は、第１の実施形態に係る超音波診断装置の適用例を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【０００７】
　以下、図面を参照して、実施形態に係る超音波診断装置を説明する。
【０００８】
（第１の実施形態）
　図１は、第１の実施形態に係る超音波診断装置１の構成例を示すブロック図である。図
１に示すように、第１の実施形態に係る超音波診断装置１は、超音波プローブ１０１と、
入力装置１０２と、ディスプレイ１０３と、装置本体１００とを有する。超音波プローブ
１０１、入力装置１０２、及びディスプレイ１０３は、装置本体１００と通信可能に接続
される。なお、被検体Ｐは、超音波診断装置１の構成に含まれない。
【０００９】
　超音波プローブ１０１は、超音波の送受信を行う。例えば、超音波プローブ１０１は、
複数の圧電振動子を有する。これら複数の圧電振動子は、後述する装置本体１００が有す
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る送受信回路１１０から供給される駆動信号に基づき超音波を発生する。また、超音波プ
ローブ１０１が有する複数の圧電振動子は、被検体Ｐからの反射波を受信して電気信号に
変換する。また、超音波プローブ１０１は、圧電振動子に設けられる整合層と、圧電振動
子から後方への超音波の伝播を防止するバッキング材等を有する。なお、超音波プローブ
１０１は、装置本体１００と着脱自在に接続される。
【００１０】
　超音波プローブ１０１から被検体Ｐに超音波が送信されると、送信された超音波は、被
検体Ｐの体内組織における音響インピーダンスの不連続面で次々と反射され、反射波信号
として超音波プローブ１０１が有する複数の圧電振動子にて受信される。受信される反射
波信号の振幅は、超音波が反射される不連続面における音響インピーダンスの差に依存す
る。なお、送信された超音波パルスが、移動している血流や心臓壁等の表面で反射された
場合の反射波信号は、ドプラ効果により、移動体の超音波送信方向に対する速度成分に依
存して、周波数偏移を受ける。
【００１１】
　なお、第１の実施形態に係る超音波プローブ１０１は、被検体Ｐを２次元で走査する１
Ｄアレイプローブであっても、被検体Ｐを３次元で走査するメカニカル４Ｄプローブや２
Ｄアレイプローブであっても適用可能である。
【００１２】
　入力装置１０２は、マウス、キーボード、ボタン、パネルスイッチ、タッチコマンドス
クリーン、フットスイッチ、トラックボール、ジョイスティック等の装置に対応する。入
力装置１０２は、超音波診断装置１の操作者からの各種設定要求を受け付け、装置本体１
００に対して受け付けた各種設定要求を転送する。
【００１３】
　ディスプレイ１０３は、超音波診断装置１の操作者が入力装置１０２を用いて各種設定
要求を入力するためのＧＵＩ（Graphical　User　Interface）を表示したり、装置本体１
００において生成された超音波画像データ等を表示したりする。
【００１４】
　装置本体１００は、超音波プローブ１０１が受信した反射波信号に基づいて超音波画像
データを生成する装置である。図１に示す装置本体１００により生成される超音波画像デ
ータは、２次元の反射波信号に基づいて生成される２次元の超音波画像データであっても
、３次元の反射波信号に基づいて生成される３次元の超音波画像データであってもよい。
【００１５】
　装置本体１００は、図１に例示するように、送受信回路１１０と、Ｂモード処理回路１
２０と、ドプラ処理回路１３０と、画像生成回路１４０と、画像メモリ１５０と、内部記
憶回路１６０と、処理回路１７０とを備える。送受信回路１１０、Ｂモード処理回路１２
０、ドプラ処理回路１３０、画像生成回路１４０、画像メモリ１５０、内部記憶回路１６
０、及び処理回路１７０は、互いに通信可能に接続される。
【００１６】
　送受信回路１１０は、後述する処理回路１７０の指示に基づいて、超音波プローブ１０
１が行う超音波送受信を制御する。送受信回路１１０は、パルス発生器、送信遅延回路、
パルサ等を有し、超音波プローブ１０１に駆動信号を供給する。パルス発生器は、所定の
繰り返し周波数（ＰＲＦ：Pulse　Repetition　Frequency）で送信超音波を形成するため
のレートパルスを繰り返し発生する。また、送信遅延回路は、超音波プローブ１０１から
発生される超音波をビーム状に集束し、かつ送信指向性を決定するために必要な圧電振動
子ごとの遅延時間を、パルス発生器が発生する各レートパルスに対し与える。また、パル
サは、レートパルスに基づくタイミングで、超音波プローブ１０１に駆動信号（駆動パル
ス）を印加する。すなわち、送信遅延回路は、各レートパルスに対し与える遅延時間を変
化させることで、圧電振動子面から送信される超音波の送信方向を任意に調整する。
【００１７】
　なお、送受信回路１１０は、後述する処理回路１７０の指示に基づいて、所定のスキャ
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ンシーケンスを実行するために、送信周波数、送信駆動電圧等を瞬時に変更可能な機能を
有している。特に、送信駆動電圧の変更は、瞬間にその値を切り替え可能なリニアアンプ
型の発信回路、又は、複数の電源ユニットを電気的に切り替える機構によって実現される
。
【００１８】
　また、送受信回路１１０は、アンプ回路、Ａ／Ｄ（Analog／Digital）変換器、受信遅
延回路、加算器、直交検波回路等を有し、超音波プローブ１０１が受信した反射波信号に
対して各種処理を行って反射波データを生成する。アンプ回路は、反射波信号をチャンネ
ル毎に増幅してゲイン補正処理を行う。Ａ／Ｄ変換器は、ゲイン補正された反射波信号を
Ａ／Ｄ変換する。受信遅延回路は、デジタルデータに受信指向性を決定するのに必要な受
信遅延時間を与える。加算器は、受信遅延回路により受信遅延時間が与えられた反射波信
号の加算処理を行う。加算器の加算処理により、反射波信号の受信指向性に応じた方向か
らの反射成分が強調される。
【００１９】
　そして、直交検波回路は、加算器の出力信号をベースバンド帯域の同相信号（Ｉ信号、
Ｉ：In-phase）と直交信号（Ｑ信号、Ｑ：Quadrature-phase）とに変換する。そして、直
交検波回路は、Ｉ信号及びＱ信号（以下、ＩＱ信号と記載する）を反射波データとして、
バッファ１１１に格納する。なお、直交検波回路は、加算器の出力信号を、ＲＦ（Radio
　Frequency）信号に変換した上で、バッファ１１１に格納してもよい。ＩＱ信号や、Ｒ
Ｆ信号は、位相情報が含まれる信号（受信信号）となる。以下では、送受信回路１１０が
出力する反射波データを、受信信号と記載する場合がある。
【００２０】
　ここで、バッファ１１１は、送受信回路１１０が生成した反射波データ（ＩＱ信号）を
一時的に記憶するバッファである。具体的には、バッファ１１１は、数フレーム分のＩＱ
信号、又は、数ボリューム分のＩＱ信号を記憶する。例えば、バッファ１１１は、ＦＩＦ
Ｏ（First-In/First-Out）メモリであり、所定フレーム分のＩＱ信号を記憶する。そして
、例えば、バッファ１１１は、新たに１フレーム分のＩＱ信号が送受信回路１１０にて生
成された場合、生成時間が最も古い１フレーム分のＩＱ信号を破棄して、新たに生成され
た１フレーム分のＩ／Ｑ信号を記憶する。なお、バッファ１１１は、送受信回路１１０、
Ｂモード処理回路１２０、及びドプラ処理回路１３０とそれぞれ通信可能に接続される。
【００２１】
　なお、送受信回路１１０は、１回の超音波ビームの送信により得られる各圧電振動子の
反射波信号から複数の受信フォーカスの反射波データを生成することができる。すなわち
、送受信回路１１０は、並列同時受信処理を行うことが可能な回路である。なお、第１の
実施形態は、送受信回路１１０が並列同時受信処理を実行できない場合であっても適用可
能である。
【００２２】
　Ｂモード処理回路１２０及びドプラ処理回路１３０は、送受信回路１１０が反射波信号
から生成した反射波データに対して、各種の信号処理を行う信号処理部である。Ｂモード
処理回路１２０は、バッファ１１１から読み出した反射波データ（ＩＱ信号）に対して、
対数増幅、包絡線検波処理、対数圧縮などを行って、多点の信号強度が輝度の明るさで表
現されるデータ（Ｂモードデータ）を生成する。
【００２３】
　なお、Ｂモード処理回路１２０は、フィルタ処理により、検波周波数を変化させること
で、映像化する周波数帯域を変えることができる。このＢモード処理回路１２０のフィル
タ処理機能を用いることにより、コントラストハーモニックイメージング（ＣＨＩ：Cont
rast　Harmonic　Imaging）や、ティッシュハーモニックイメージング（ＴＨＩ：Tissue
　Harmonic　Imaging）等のハーモニックイメージングを実行可能である。
【００２４】
　また、このＢモード処理回路１２０のフィルタ処理機能を用いることにより、第１の実
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施形態に係る超音波診断装置１は、ティッシュハーモニックイメージング（ＴＨＩ：Tiss
ue　Harmonic　Imaging）を実行可能である。
【００２５】
　また、ＣＨＩやＴＨＩのハーモニックイメージングを行う際、Ｂモード処理回路１２０
は、上述したフィルタ処理を用いた方法とは異なる方法により、ハーモニック成分を抽出
することができる。ハーモニックイメージングでは、振幅変調（ＡＭ：Amplitude　Modul
ation）法や位相変調（ＰＭ：Phase　Modulation）法、ＡＭ法及びＰＭ法を組み合わせた
ＡＭＰＭ法と呼ばれる映像法が行われる。ＡＭ法、ＰＭ法及びＡＭＰＭ法では、同一の走
査線に対して振幅や位相が異なる超音波送信を複数回行う。これにより、送受信回路１１
０は、各走査線で複数の反射波データ（受信信号）を生成し出力する。そして、Ｂモード
処理回路１２０は、各走査線の複数の反射波データ（受信信号）を、変調法に応じた加減
算処理することで、ハーモニック成分を抽出する。そして、Ｂモード処理回路１２０は、
ハーモニック成分の反射波データ（受信信号）に対して包絡線検波処理等を行って、Ｂモ
ードデータを生成する。
【００２６】
　ドプラ処理回路１３０は、バッファ１１１から読み出した反射波データを周波数解析す
ることで、走査範囲内にある移動体のドプラ効果に基づく運動情報を抽出したデータ（ド
プラデータ）を生成する。具体的には、ドプラ処理回路１３０は、移動体の運動情報とし
て、平均速度、平均分散値、平均パワー値等を、複数のサンプル点それぞれで推定したド
プラデータを生成する。ここで、移動体とは、例えば、血流や、心壁等の組織、造影剤で
ある。本実施形態に係るドプラ処理回路１３０は、血流の運動情報（血流情報）として、
血流の平均速度、血流の平均分散値、血流の平均パワー値等を、複数のサンプル点それぞ
れで推定したドプラデータを生成する。
【００２７】
　上記のドプラ処理回路１３０の機能を用いて、本実施形態に係る超音波診断装置１は、
カラーフローマッピング法（ＣＦＭ：Color　Flow　Mapping）とも呼ばれるカラードプラ
法を実行可能である。ＣＦＭ法では、超音波の送受信が複数の走査線上で複数回行われる
。そして、ＣＦＭ法では、同一位置のデータ列に対してＭＴＩ(Moving　Target　Indicat
or)フィルタを掛けることで、静止している組織、或いは、動きの遅い組織に由来する信
号（クラッタ信号）を抑制して、血流に由来する信号を抽出する。そして、ＣＦＭ法では
、この血流信号から血流の速度、血流の分散、血流のパワー等の血流情報を推定する。後
述する画像生成回路１４０は、推定結果の分布を、例えば、２次元でカラー表示した超音
波画像データ（カラードプラ画像データ）を生成する。そして、ディスプレイ１０３は、
カラードプラ画像データを表示する。なお、ドプラ処理回路１３０は、血流情報を収集す
る収集部の一例である。収集部としてのドプラ処理回路１３０は、複数のフレームの同一
位置のそれぞれにおける反射波データのデータ列に対してフレーム方向でフィルタ処理を
行って、血流情報を収集する。
【００２８】
　ＭＴＩフィルタとしては、通常、バタワース型のＩＩＲ（Infinite　Impulse　Respons
e）フィルタや、多項式回帰フィルタ（Polynomial　Regression　Filter）等、係数が固
定されたフィルタが用いられる。一方、本実施形態に係るドプラ処理回路１３０は、ＭＴ
Ｉフィルタとして、入力信号に応じて係数を変化させる適応型のＭＴＩフィルタを用いる
。具体的には、本実施形態に係るドプラ処理回路１３０は、適応型のＭＴＩフィルタとし
て、「Eigenvector　Regression　Filter」と呼ばれているフィルタを用いる。以下、固
有ベクトルを用いた適応型ＭＴＩフィルタである「Eigenvector　Regression　Filter」
を、「固有ベクトル型ＭＴＩフィルタ」と記載する。
【００２９】
　固有ベクトル型ＭＴＩフィルタは、相関行列から固有ベクトルを計算し、計算した固有
ベクトルから、クラッタ成分抑制処理に用いる係数を計算する。この方法は、主成分分析
や、カルーネン・レーベル変換（Karhunen-Loeve　transform）、固有空間法で使われて



(7) JP 6651316 B2 2020.2.19

10

20

30

40

50

いる手法を応用したものである。
【００３０】
　固有ベクトル型ＭＴＩフィルタを用いる第１の実施形態に係るドプラ処理回路１３０は
、同一位置（同一サンプル点）の連続した反射波データのデータ列から、走査範囲の相関
行列を計算する。例えば、ドプラ処理回路１３０は、相関行列の固有値及び当該固有値に
対応する固有ベクトルを計算する。そして、ドプラ処理回路１３０は、例えば、各固有値
の大きさに基づいて各固有ベクトルを並べた行列のランクを低減した行列を、クラッタ成
分を抑制するフィルタ行列として計算する。ここで、ドプラ処理回路１３０は、例えば、
予め設定された値、或いは、操作者が指定した値により、低減される主成分の数、すなわ
ち、ランクカット数の値を決定する。しかし、心臓や血管等、拍動により移動速度が時間
により変化する組織が走査範囲内に含まれる場合、ランクカット数の値は、固有値の大き
さから適応的に決定されることが好適である。すなわち、ドプラ処理回路１３０は、相関
行列の固有値の大きさに応じて、低減する主成分の数を変更する。本実施形態では、ドプ
ラ処理回路１３０は、固有値の大きさに応じて、低減するランク数を変更する。
【００３１】
　ドプラ処理回路１３０は、フィルタ行列を用いて、同一位置（同一サンプル点）の連続
した反射波データのデータ列から、クラッタ成分が抑制され、血流に由来する血流信号が
抽出されたデータ列を出力する。ドプラ処理回路１３０は、出力したデータを用いた自己
相関演算等の演算を行って、血流情報を推定し、推定した血流情報をドプラデータとして
出力する。
【００３２】
　画像生成回路１４０は、Ｂモード処理回路１２０及びドプラ処理回路１３０が生成した
データから超音波画像データを生成する。画像生成回路１４０は、Ｂモード処理回路１２
０が生成した２次元のＢモードデータから反射波の強度を輝度で表した２次元Ｂモード画
像データを生成する。また、画像生成回路１４０は、ドプラ処理回路１３０が生成した２
次元のドプラデータから血流情報が映像化された２次元ドプラ画像データを生成する。２
次元ドプラ画像データは、速度画像データ、分散画像データ、パワー画像データ、又は、
これらを組み合わせた画像データである。画像生成回路１４０は、ドプラ画像データとし
て、血流情報がカラーで表示されるカラードプラ画像データを生成したり、１つの血流情
報がグレースケールで表示されるドプラ画像データを生成したりする。
【００３３】
　ここで、画像生成回路１４０は、一般的には、超音波走査の走査線信号列を、テレビ等
に代表されるビデオフォーマットの走査線信号列に変換（スキャンコンバート）し、表示
用の超音波画像データを生成する。具体的には、画像生成回路１４０は、超音波プローブ
１０１による超音波の走査形態に応じて座標変換を行うことで、表示用の超音波画像デー
タを生成する。また、画像生成回路１４０は、スキャンコンバート以外に、種々の画像処
理として、例えば、スキャンコンバート後の複数の画像フレームを用いて、輝度の平均値
画像を再生成する画像処理（平滑化処理）や、画像内で微分フィルタを用いる画像処理（
エッジ強調処理）等を行う。また、画像生成回路１４０は、超音波画像データに、種々の
パラメータの文字情報、目盛り、ボディーマーク等を合成する。
【００３４】
　すなわち、Ｂモードデータ及びドプラデータは、スキャンコンバート処理前の超音波画
像データであり、画像生成回路１４０が生成するデータは、スキャンコンバート処理後の
表示用の超音波画像データである。なお、Ｂモードデータ及びドプラデータは、生データ
（Raw　Data）とも呼ばれる。画像生成回路１４０は、スキャンコンバート処理前の２次
元超音波画像データから、表示用の２次元超音波画像データを生成する。
【００３５】
　更に、画像生成回路１４０は、Ｂモード処理回路１２０が生成した３次元のＢモードデ
ータに対して座標変換を行うことで、３次元Ｂモード画像データを生成する。また、画像
生成回路１４０は、ドプラ処理回路１３０が生成した３次元のドプラデータに対して座標



(8) JP 6651316 B2 2020.2.19

10

20

30

40

50

変換を行うことで、３次元ドプラ画像データを生成する。
【００３６】
　更に、画像生成回路１４０は、ボリュームデータをディスプレイ１０３にて表示するた
めの各種の２次元画像データを生成するために、ボリュームデータに対してレンダリング
処理を行う。画像生成回路１４０が行うレンダリング処理としては、例えば、断面再構成
法（ＭＰＲ：Multi　Planer　Reconstruction）を行ってボリュームデータからＭＰＲ画
像データを生成する処理がある。また、画像生成回路１４０が行うレンダリング処理とし
ては、例えば、３次元の情報を反映した２次元画像データを生成するボリュームレンダリ
ング（ＶＲ：Volume　Rendering）処理がある。
【００３７】
　画像メモリ１５０は、画像生成回路１４０が生成した表示用の画像データを記憶するメ
モリである。また、画像メモリ１５０は、Ｂモード処理回路１２０やドプラ処理回路１３
０が生成したデータを記憶することも可能である。画像メモリ１５０が記憶するＢモード
データやドプラデータは、例えば、診断の後に操作者が呼び出すことが可能となっており
、画像生成回路１４０を経由して表示用の超音波画像データとなる。また、画像メモリ１
５０は、送受信回路１１０が出力した反射波データを記憶することも可能である。
【００３８】
　内部記憶回路１６０は、超音波送受信、画像処理及び表示処理を行うための制御プログ
ラムや、診断情報（例えば、患者ＩＤ、医師の所見等）や、診断プロトコルや各種ボディ
ーマーク等の各種データを記憶する。また、内部記憶回路１６０は、必要に応じて、画像
メモリ１５０が記憶する画像データの保管等にも使用される。また、内部記憶回路１６０
が記憶するデータは、図示しないインターフェースを経由して、外部装置へ転送すること
ができる。また、内部記憶回路１６０は、外部装置から図示しないインターフェースを経
由して転送されたデータを記憶することも可能である。
【００３９】
　処理回路１７０は、超音波診断装置１の処理全体を制御する。具体的には、処理回路１
７０は、入力装置１０２を介して操作者から入力された各種設定要求や、内部記憶回路１
６０から読込んだ各種制御プログラム及び各種データに基づき、送受信回路１１０、Ｂモ
ード処理回路１２０、ドプラ処理回路１３０及び画像生成回路１４０の処理を制御する。
また、処理回路１７０は、画像メモリ１５０や内部記憶回路１６０が記憶する表示用の超
音波画像データをディスプレイ１０３にて表示するように制御する。
【００４０】
　例えば、処理回路１７０は、送受信回路１１０を介して超音波プローブ１０１を制御す
ることで、超音波走査の制御を行う。通常、ＣＦＭ法では、血流像データであるカラード
プラ画像データとともに、組織像データであるＢモード画像データを表示する。かかる表
示を行うため、処理回路１７０は、第１走査範囲内の血流情報を取得する第１超音波走査
を超音波プローブ１０１に実行させる。第１超音波走査は、例えば、ドプラモードでカラ
ードプラ画像データを収集するための超音波走査である。また、処理回路１７０は、第１
超音波走査とともに、第２走査範囲内の組織形状の情報を取得する第２超音波走査を超音
波プローブ１０１に実行させる。第２超音波走査は、例えば、ＢモードでＢモード画像デ
ータを収集するための超音波走査である。
【００４１】
　また、処理回路１７０は、第１受付機能１７１と、第２受付機能１７２と、調整機能１
７３とを実行する。ここで、処理回路１７０の構成要素である第１受付機能１７１、第２
受付機能１７２、及び調整機能１７３が実行する各処理機能は、例えば、コンピュータに
よって実行可能なプログラムの形態で内部記憶回路１６０に記録されている。処理回路１
７０は、各プログラムを内部記憶回路１６０から読み出し、実行することで各プログラム
に対応する機能を実現するプロセッサである。すなわち、第１受付機能１７１は、処理回
路１７０が第１受付機能１７１に対応するプログラムを内部記憶回路１６０から読み出し
実行することで、実現される機能である。また、第２受付機能１７２は、処理回路１７０
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が第２受付機能１７２に対応するプログラムを内部記憶回路１６０から読み出し実行する
ことで、実現される機能である。また、調整機能１７３は、処理回路１７０が調整機能１
７３に対応するプログラムを内部記憶回路１６０から読み出し実行することで、実現され
る機能である。換言すると、各プログラムを読み出した状態の処理回路１７０は、図１の
処理回路１７０内に示された各機能を有することとなる。第１受付機能１７１、第２受付
機能１７２、及び調整機能１７３が実行する各処理機能については、後述する。
【００４２】
　また、上記の実施形態においては、単一の処理回路１７０にて、上述した各処理機能が
実現されるものとして説明するが、複数の独立したプロセッサを組み合わせて処理回路を
構成し、各プロセッサがプログラムを実行することにより機能を実現するものとしても構
わない。
【００４３】
　上記説明において用いた「プロセッサ」という文言は、例えば、ＣＰＵ（Central　Pro
cessing　Unit）、ＧＰＵ(Graphics　Processing　Unit)、或いは、特定用途向け集積回
路（Application　Specific　Integrated　Circuit：ＡＳＩＣ）、プログラマブル論理デ
バイス（例えば、単純プログラマブル論理デバイス（Simple　Programmable　Logic　Dev
ice：ＳＰＬＤ）、複合プログラマブル論理デバイス（Complex　Programmable　Logic　D
evice：ＣＰＬＤ）、及びフィールドプログラマブルゲートアレイ（Field　Programmable
　Gate　Array：ＦＰＧＡ））等の回路を意味する。プロセッサは記憶回路に保存された
プログラムを読み出し実行することで機能を実現する。なお、内部記憶回路１６０にプロ
グラムを保存する代わりに、プロセッサの回路内にプログラムを直接組み込むよう構成し
ても構わない。この場合、プロセッサは回路内に組み込まれたプログラムを読み出し実行
することで機能を実現する。なお、本実施形態の各プロセッサは、プロセッサごとに単一
の回路として構成される場合に限らず、複数の独立した回路を組み合わせて１つのプロセ
ッサとして構成し、その機能を実現するようにしてもよい。更に、各図における複数の構
成要素を１つのプロセッサへ統合してその機能を実現するようにしてもよい。
【００４４】
　ここで、第１の実施形態に係る超音波診断装置１は、血流を高速、高分解能、高フレー
ムレートに映像化することにより、通常のドプラ法と比較してクラッタ成分を大幅に抑制
した血流情報を得るドプラモード用の超音波走査を実行する。具体的には、第１の実施形
態で行なわれる第１超音波走査は、複数の走査線で形成される走査範囲での超音波送受信
により、同一位置の反射波データを複数フレームにわたって収集可能な走査形態を繰り返
すことで、実行される。より具体的には、第１の実施形態で行なわれる第１超音波走査は
、複数の走査線で形成される走査範囲での超音波送受信を各走査線で１回とする走査形態
を繰り返すことで、実行される。かかる走査形態は、通常のＢモードで行なわれる第２超
音波走査と同じ走査形態であり、フレームレートを向上させるためにＣＦＭ法で行なわれ
ている走査形態と同じ走査形態である。
【００４５】
　図２は、第１の実施形態に係るドプラモード用の超音波走査の一例を示す図である。図
２に示す例では、超音波診断装置１の処理回路１７０は、第２超音波走査として第２走査
範囲を分割した複数の分割範囲それぞれの超音波走査を、第１超音波走査の間に時分割で
超音波プローブ１０１に実行させる。換言すると、処理回路１７０は、第１超音波走査の
間に第２超音波走査の一部分を行い、数フレーム分の第１超音波走査を行う期間で、１フ
レーム分の第２超音波走査を完結させる。かかる走査形態により、第１の実施形態に係る
超音波診断装置１は、第１超音波走査と第２超音波走査とで超音波送受信条件を独立に設
定可能となる。例えば、第１の実施形態に係る超音波診断装置１は、第２超音波走査をＴ
ＨＩ法に基づく条件で実行させることができる。すなわち、第２超音波走査は、上述した
フィルタ処理によりＴＨＩを行うための超音波送受信条件で実行することができる。また
、第２超音波走査は、上述したＡＭ法、ＰＭ法、ＡＭＰＭ法、又は差音成分を用いた方法
等、１本の走査線に対して複数レートの超音波送信を行う映像化法に基づくＴＨＩを行う
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ための超音波送受信条件で実行することができる。
【００４６】
　図２を用いて、上記の処理の一例について説明する。例えば、処理回路１７０は、操作
者からの指示や、初期設定された情報等に基づいて、第２走査範囲を４つの分割範囲（第
１分割範囲～第４分割範囲）に分割する。なお、図２に示す「Ｂ」は、Ｂモード用の送受
信条件を用いて超音波走査（第２超音波走査）が行われている範囲を示している。また、
図２に示す「Ｄ」は、カラードプラモード用の送受信条件を用いて超音波走査（第１超音
波走査）が行われている範囲を示している。例えば、図２に示す「Ｄ」は、上記の高フレ
ームレート法で行われる超音波走査が行われている範囲となる。すなわち、図２に例示す
る第１超音波走査は、一般的なカラードプラ法のように、超音波を同一方向に複数回送信
して、複数回反射波を受信するのではなく、各走査線で超音波送受信を１回行っている。
処理回路１７０は、第１超音波走査として、第１走査範囲を形成する複数の走査線それぞ
れで１回ずつ超音波送受信を行い、複数フレーム分の反射波を用いて血流情報を取得する
方法（高フレームレート法）に基づく超音波走査を実行させる。
【００４７】
　まず、処理回路１７０は、第２超音波走査として第１分割範囲の超音波走査を実行させ
（図２の（１）を参照）、第１走査範囲（１フレーム分）の第１超音波走査を実行させる
（図２の（２）を参照）。そして、処理回路１７０は、第２超音波走査として第２分割範
囲の超音波走査を実行させ（図２の（３）を参照）、第１走査範囲（１フレーム分）の第
１超音波走査を実行させる（図２の（４）を参照）。そして、処理回路１７０は、第２超
音波走査として第３分割範囲の超音波走査を実行させ（図２の（５）を参照）、第１走査
範囲（１フレーム分）の第１超音波走査を実行させる（図２の（６）を参照）。そして、
処理回路１７０は、第２超音波走査として第４分割範囲の超音波走査を実行させ（図２の
（７）を参照）、第１走査範囲（１フレーム分）の第１超音波走査を実行させる（図２の
（８）を参照）。このように、処理回路１７０は、複数の分割範囲それぞれの第２超音波
走査を、第１超音波走査の間に時分割で実行させる。なお、図２の（９）～（１６）の超
音波走査は、（１）～（８）の超音波走査の繰り返しに対応するので、説明を省略する。
【００４８】
　ここで、処理回路１７０は、第１超音波走査が行われる間隔を等間隔とする。すなわち
、第１走査範囲の「ある走査線」上の「点Ｘ」は、図２の（２）、（４）、（６）、（８
）、（１０）、（１２）、（１４）、及び（１６）の第１超音波走査で１回ずつ走査され
るが、その走査間隔は、一定の時間「Ｔ」となるように制御される。具体的には、処理回
路１７０は、第２超音波走査で行われる各分割走査に要する時間を同一として、第１超音
波走査が行われる間隔を等間隔とする。例えば、処理回路１７０は、図２の（１）、（３
）、（５）、（７）、（９）、（１１）、（１３）、及び（１５）で行われる第２超音波
走査の分割走査に要する時間が同じ時間となるように制御する。処理回路１７０は、第２
走査範囲を分割した各分割範囲の大きさや、走査線数、走査線密度及び深度等を同一とす
る。
【００４９】
　図２に示す例では、組織像データは、第２走査範囲全体に対応する第１分割範囲「Ｂ」
～第４分割範囲「Ｂ」の第２超音波走査が行われるごとに生成される。例えば、図２の（
７）までの第２超音波走査が行われると、（１）の第１分割範囲「Ｂ」、（３）の第２分
割範囲「Ｂ」、（５）の第３分割範囲「Ｂ」、及び（７）の第４分割範囲「Ｂ」の情報に
基づいて、第２走査範囲全体の組織像データが生成される。また、図２の（９）までの第
２超音波走査が行われると、（９）の第１分割範囲「Ｂ」、（３）の第２分割範囲「Ｂ」
、（５）の第３分割範囲「Ｂ」、及び（７）の第４分割範囲「Ｂ」の情報に基づいて、第
２走査範囲全体の組織像データが生成される。また、図２の（１１）までの第２超音波走
査が行われると、（９）の第１分割範囲「Ｂ」、（１１）の第２分割範囲「Ｂ」、（５）
の第３分割範囲「Ｂ」、及び（７）の第４分割範囲「Ｂ」の情報に基づいて、第２走査範
囲全体の組織像データが生成される。このように、処理回路１７０は、各分割範囲「Ｂ」
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の第２超音波走査が行われるごとに、各分割範囲「Ｂ」の組織像データを更新する。なお
、１本の走査線に対して複数レートの超音波送信を行う映像化法に基づくＴＨＩを行う場
合は、１フレーム分の受信信号を得るための超音波送信回数が増えるため、通常のＢモー
ド撮影や、フィルタ処理によりＴＨＩを行う場合と比較して、第２走査範囲の分割数を増
やす必要がある。例えば、ＰＭ法を行う場合、第２走査範囲は、４分割から８分割に変更
される。
【００５０】
　また、移動体情報の画像（血流画像等）は、複数のフレームの同じ位置のそれぞれにお
ける反射波データのデータ列に対するフィルタ処理（例えば、固有ベクトル型ＭＴＩフィ
ルタを用いたフィルタ処理）により生成される。ここで、１つの移動体情報を出力するた
めに用いられるデータ列のデータ長は、任意に設定（変更）可能である。更に、前の時相
の移動体情報を出力するために用いられるデータ列と、次の時相の移動体情報を出力する
ために用いられるデータ列とを重複させることが可能であり、この重複数も任意に設定（
変更）可能である。
【００５１】
　例えば、図２において、データ列のデータ長が「４」に設定され、表示されるフレーム
間におけるデータ列の重複数が「２」に設定される場合について説明する。かかる場合、
例えば、図２の（８）までの第１超音波走査が行われると、（２）の位置Ｘ１、（４）の
位置Ｘ２、（６）の位置Ｘ３、及び（８）の位置Ｘ４のデータ列に対してフィルタ処理を
行うことで、第１フレームの位置Ｘの移動体情報が生成される。そして、走査範囲内の各
位置について移動体情報を生成することで、第１フレームの移動体情報が生成される。ま
た、図２の（１２）までの第１超音波走査が行われると、（６）の位置Ｘ３、（８）の位
置Ｘ４、（１０）の位置Ｘ５、及び（１２）の位置Ｘ６のデータ列に対してフィルタ処理
を行うことで、第２フレームの位置Ｘの移動体情報が生成される。そして、走査範囲内の
各位置について移動体情報を生成することで、第２フレームの移動体情報が生成される。
また、図２の（１６）までの第１超音波走査が行われると、（１０）の位置Ｘ５、（１２
）の位置Ｘ６、（１４）の位置Ｘ７、及び（１６）の位置Ｘ８のデータ列に対してフィル
タ処理を行うことで、第３フレームの位置Ｘの移動体情報が生成される。そして、走査範
囲内の各位置について移動体情報を生成することで、第３フレームの移動体情報が生成さ
れる。このように、処理回路１７０は、第１超音波走査が重複数「２」に対応する回数行
われるごとに、データ長「４」のデータ列に対してフィルタ処理を行って、各フレームの
移動体情報を生成する。
【００５２】
　このように、第１の実施形態に係る超音波診断装置１は、血流を高分解能、高フレーム
レートに映像化することにより、通常のドプラ法と比較してクラッタ成分を大幅に抑制し
た血流画像を得る高フレームレート法に基づく超音波走査を実行する。すなわち、超音波
診断装置１は、走査範囲を形成する各走査線で１回ずつ超音波送受信を行う第１超音波走
査の間に、各分割範囲の第２超音波走査を時分割で実行することにより、血流画像及び組
織像を高分解能かつ高フレームレートで生成する。また、超音波診断装置１は、複数フレ
ームの同じ位置のデータ列に対して固有ベクトル型ＭＴＩフィルタを用いたフィルタ処理
を行うことにより、クラッタ成分を大幅に抑制した血流画像を生成する。
【００５３】
　しかしながら、上記のドプラモード用の超音波走査では、例えば、所望の流速値の範囲
（以下、「流速レンジ」とも表記する）で血流情報を表示することができない場合があっ
た。具体的には、ドプラモード用の超音波走査において、所望の流速値の範囲の血流画像
が得られたとしても、関心領域（Region　Of　Interest：ＲＯＩ）の大きさや深さ方向の
位置等、他のパラメータの調整によって流速値の範囲が変更されてしまう結果、所望の流
速値の範囲で血流情報を表示することができない場合があった。
【００５４】
　例えば、医師（操作者）は、低流速の血流画像を観察した際に、ある部分の血流の様子
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をより詳細に観察したいと考える場合がある。このような場合、血流画像の表示範囲であ
るＲＯＩを狭めることにより、クラッタ成分が更に低減され、より詳細な観察が可能とな
ることが期待される。これは、上記の固有ベクトル型ＭＴＩフィルタでは、クラッタの除
去に用いる相関行列を走査範囲ごとに求めているためである。つまり、ＲＯＩを狭めるこ
とにより、狭めたＲＯＩに対する相関行列が計算されるため、クラッタ除去精度の向上が
期待される。このため、血流の様子をより詳細に観察したい場合には、医師は、ＲＯＩの
範囲を狭める（絞る）ことで、より詳細な観察を試みる。しかしながら、ＲＯＩの範囲等
のパラメータは流速値の範囲と関連しているため、これらのパラメータ変更に伴って流速
値の範囲が変更されてしまう結果、所望の流速値の範囲で血流情報を表示することができ
ない場合があった。
【００５５】
　図３は、従来技術について説明するための図である。図３では、組織像１０上で血流画
像を表示するＲＯＩ１１の大きさが、操作者の指示により変更される場合について説明す
る。すなわち、図３の上段には、大きさが変更される前のＲＯＩ１１の血流画像を例示し
、下段には、大きさが変更された後のＲＯＩ１３の血流画像を例示する。なお、ＲＯＩ１
１には、血流が検出された位置に対して、その流速値に対応する画素値が割り当てられて
いる。ＲＯＩ１１において検出された流速値の範囲は、スケール１２によって示されてい
る。つまり、図３の上段のスケール１２は、１．５［ｃｍ／ｓ］を上限とする範囲の血流
がＲＯＩ１１に表示されることを示し、図３の下段のスケール１２は、３．３［ｃｍ／ｓ
］を上限とする範囲の血流がＲＯＩ１３に表示されることを示す。
【００５６】
　図３の上段に示す例では、１．５［ｃｍ／ｓ］を上限とする低流速の血流の様子が、Ｒ
ＯＩ１１の方位方向に沿って精度良く捉えられ、表示されている。そして、ＲＯＩを狭め
る指示を操作者から受け付けると、図３の下段に示すように、ＲＯＩ１１が狭められてＲ
ＯＩ１３となり、このＲＯＩ１３内の血流が表示される。
【００５７】
　ここで、ＲＯＩ１１からＲＯＩ１３に方位方向の長さが狭められると、１フレーム分の
走査にかかる時間が短くなるため、各フレームの走査間隔である時間「Ｔ」が短くなる（
図２参照）。このため、第１超音波走査の繰り返し周波数（ＰＲＦ：Pulse　Repetition
　Frequency）が上昇してしまい、最大検出流速である流速レンジの上限が３．３［ｃｍ
／ｓ］に上昇してしまう。このように、流速レンジの上限が上昇する結果、ＲＯＩ１１で
検出されていた低流速の血流画像が、ＲＯＩ１３では得られなくなってしまう。なお、流
速レンジの上昇によって血流画像が得られなくなるのは、低流速の血流に割り当てられる
画素値の幅が狭まるからである。具体的には、上限１．５［ｃｍ／ｓ］の流速レンジによ
って血流画像に割り当てられていた画素値が、上限３．３［ｃｍ／ｓ］の流速レンジでは
暗い画素値の方へシフトしてしまうからである。
【００５８】
　このように、一旦、所望の流速値の範囲の血流画像が得られたとしても、各種のパラメ
ータが変更されることにより、所望の流速値の範囲で血流情報を表示することができなく
なってしまう場合があった。
【００５９】
　そこで、第１の実施形態に係る超音波診断装置１は、所望の流速値の範囲で血流情報を
表示するために、以下の各処理機能を実行する。すなわち、超音波診断装置１は、流速値
の範囲を変更する指示を受け付けるとともに、受け付けた流速値の範囲を、他のパラメー
タの変更に依らず一定に維持する調整を行う。
【００６０】
　図１の説明に戻る。第１の実施形態に係る処理回路１７０は、第１受付機能１７１と、
第２受付機能１７２と、調整機能１７３とを実行する。
【００６１】
　第１受付機能１７１は、血流情報の表示において、表示される流速値の範囲を変更する
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第１指示を受け付ける。例えば、第１受付機能１７１は、入力装置１０２の操作に応じて
、流速値の範囲（流速レンジ）の上限値を変更可能なＵＩ（User　Interface）を提供す
る。なお、第１受付機能１７１は、第１受付部の一例である。
【００６２】
　一例として、入力装置１０２として、超音波診断装置１の操作パネル上のつまみを用い
る場合を説明する。この場合、第１受付機能１７１には、つまみの回転方向と上限値の増
減とが対応付けられ、つまみの回転量と上限値の変化量とが対応付けられている。ここで
、上限値を増加させる方向に操作者がつまみを回転させると、第１受付機能１７１は、つ
まみの回転量に応じて上限値を増加させる。また、上限値を減少させる方向に操作者がつ
まみを回転させると、第１受付機能１７１は、つまみの回転量に応じて上限値を減少させ
る。なお、第１受付機能１７１によって提供されるＵＩは、上記の例に限定されるもので
はなく、操作者の指示によってパラメータを変更するための如何なる技術が適用されても
よい。例えば、第１受付機能１７１は、つまみに限らず、ボタンの操作によって流速値の
範囲の上限値を変更してもよい。
【００６３】
　第２受付機能１７２は、血流情報を収集するための条件（走査条件）に含まれるパラメ
ータを変更する第２指示を受け付ける。例えば、第２受付機能１７２は、入力装置１０２
の操作に応じて、ＲＯＩの大きさ、ＲＯＩの位置、ＲＯＩ内の走査線（ラスタ）の数（密
度）、超音波の送信周波数等、任意のパラメータを変更可能なＵＩを提供する。なお、第
２受付機能１７２は、第２受付部の一例である。また、第２受付機能１７２の機能は、流
速値の範囲の上限値を変更する指示を受け付ける点を除き、第１受付機能１７１の機能と
同様であるので、説明を省略する。
【００６４】
　調整機能１７３は、第１受付機能１７１が第１指示を受け付けた場合に、第１指示に応
じて流速値の範囲を変更し、変更した流速値の範囲を、第２受付機能１７２が流速値の範
囲に係るパラメータを変更する第２指示を受け付けた場合にも維持する調整を行う。例え
ば、調整機能１７３は、第２指示として、流速値の範囲が上がるような変更の指示を受け
付けた場合にも、第１指示によって変更した流速値の範囲を維持する調整を行う。なお、
調整機能１７３は、調整部の一例である。
【００６５】
　例えば、調整機能１７３は、第１指示によって変更された後の流速値の範囲以外の走査
条件に基づく走査線ごとの第１送受信時間（以下、適宜「Ｔ１」とも表記する）と、第１
指示によって変更された後の流速値の範囲に基づく走査線ごとの第２送受信時間（以下、
適宜「Ｔ２」とも表記する）とを比較し、比較結果に応じて調整を行う。第１送受信時間
（Ｔ１）及び第２送受信時間（Ｔ２）は、例えば、処理回路１７０によって算出され、処
理回路１７０の内部メモリに個別に保存されている。
【００６６】
　ここで、第１送受信時間（Ｔ１）は、例えば、ＲＯＩ内の各走査線で行われる超音波送
受信にかかる送受信時間であり、第１指示によって変更された後の流速レンジ以外の走査
条件によって決まる。例えば、上述した第１超音波走査を実行する場合、処理回路１７０
は、超音波走査に関する各種のパラメータを算出する。また、処理回路１７０は、各種の
パラメータを変更する第２指示に応じてパラメータを変更するとともに、変更されたパラ
メータに関連する他のパラメータを変更する。例えば、処理回路１７０は、第１超音波走
査が開始される際に、装置内部で予め規定される条件や、操作者から受け付けたＲＯＩの
大きさ等の条件に基づいて、超音波走査に関する各種のパラメータを算出する。また、処
理回路１７０は、例えば、ＲＯＩを方位方向で狭める第２指示を操作者から受け付けると
、受け付けた第２指示に応じて、ＲＯＩを方位方向で狭めるとともに、ＲＯＩの走査線密
度を維持するために、ＲＯＩ内の走査線の数を減少させる。このように、処理回路１７０
は、組織像（Ｂモード画像）の深さ、ドプラモード用のＲＯＩの大きさ、ＲＯＩの位置、
ＲＯＩ内の走査線（ラスタ）の数、超音波の送信周波数等、各種のパラメータを決定する
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。第１送受信時間（Ｔ１）は、これらのパラメータとともに、処理回路１７０によって決
定され、内部メモリにおいて保存・更新される。
【００６７】
　また、第２送受信時間（Ｔ２）は、第１指示によって変更された後の流速レンジによっ
て決まる送受信時間である。例えば、処理回路１７０は、第１指示によって流速レンジの
上限が増加されると、ＰＲＦが上昇するため、第２送受信時間（Ｔ２）を短くする（短い
Ｔ２を算出する）。一方、処理回路１７０は、第１指示によって流速レンジの上限が減少
されると、ＰＲＦが低下するため、第２送受信時間（Ｔ２）を長くする（長いＴ２を算出
する）。このように、第２送受信時間（Ｔ２）は、処理回路１７０によって決定され、第
１送受信時間（Ｔ１）とは別に、内部メモリにおいて保存・更新される。
【００６８】
　調整機能１７３は、第１送受信時間（Ｔ１）及び第２送受信時間（Ｔ２）を内部メモリ
からそれぞれ取得する。そして、調整機能１７３は、第１送受信時間（Ｔ１）及び第２送
受信時間（Ｔ２）を比較する。調整機能１７３は、第２送受信時間（Ｔ２）が第１送受信
時間（Ｔ１）より大きい場合に、走査条件に含まれる他のパラメータを維持し、第２送受
信時間（Ｔ２）が第１送受信時間（Ｔ１）より小さい場合に、走査条件に含まれるパラメ
ータである走査線の数を減少させる。以下、図４から図８を用いて、調整機能１７３の処
理を説明する。
【００６９】
　図４から図８は、第１の実施形態に係る調整機能１７３の処理を説明するための図であ
る。図４から図８には、ＲＯＩ１１の超音波走査にかかる各種のパラメータを例示する。
なお、図４及び図５には、第２送受信時間（Ｔ２）が第１送受信時間（Ｔ１）より大きい
場合の処理を例示し、図６から図８には、第２送受信時間（Ｔ２）が第１送受信時間（Ｔ
１）より小さい場合の処理を例示する。
【００７０】
　図４では、流速レンジの上限を下げる指示が行われた場合を説明する。図４の上段に示
すように、流速レンジの上限を下げる指示が行われる前には、超音波プローブ１０１は、
ＲＯＩ１１内の各走査線に対して第１送受信時間（Ｔ１）で超音波の送受信を行っている
。そして、第１受付機能１７１が流速レンジの上限を下げる指示を受け付けると、図４の
下段に示すように、ＰＲＦが低下するため、第１送受信時間（Ｔ１）よりも長い第２送受
信時間（Ｔ２）が処理回路１７０によって算出される。この場合、調整機能１７３は、走
査条件に含まれるパラメータのうち、送受信時間を第２送受信時間（Ｔ２）に設定し、他
のパラメータを維持する（変更しない）。そして、調整機能１７３は、第２送受信時間（
Ｔ２）を設定した走査条件を送受信回路１１０、Ｂモード処理回路１２０、及びドプラ処
理回路１３０へ送り、その走査条件による超音波走査を実行させる。つまり、調整機能１
７３は、各走査線における超音波送受信を、第２送受信時間（Ｔ２）で実行させる。
【００７１】
　このように、第２送受信時間（Ｔ２）が第１送受信時間（Ｔ１）より大きい場合、調整
機能１７３は、他のパラメータを維持し、第２送受信時間（Ｔ２）による超音波送受信を
実行させる。なお、この場合、他のパラメータを変更する指示によって第１送受信時間（
Ｔ１）が長くなったとしても、第２送受信時間（Ｔ２）より大きい値にならなければ、調
整機能１７３は、変更後の流速レンジを維持することができる。
【００７２】
　図５では、ＲＯＩを狭める指示が行われた場合を説明する。なお、ここでは、当該指示
が行われる前に、操作者によって流速レンジが変更され、第２送受信時間（Ｔ２）による
超音波送受信が行われている場合を説明する。
【００７３】
　図５の上段に示すように、ＲＯＩを狭める指示が行われる前には、超音波プローブ１０
１は、ＲＯＩ１１内の各走査線に対して第２送受信時間（Ｔ２）で超音波の送受信を行っ
ている。そして、第２受付機能１７２がＲＯＩを狭める指示を受け付けると、図５の下段
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に示すように、走査線の数が減少することによってＰＲＦが低下するため、第１送受信時
間（Ｔ１）よりも長い第２送受信時間（Ｔ２）が処理回路１７０によって算出される。こ
の場合、調整機能１７３は、走査条件に含まれるパラメータのうち、送受信時間を第２送
受信時間（Ｔ２）に設定し、他のパラメータを維持する（変更しない）。そして、調整機
能１７３は、第２送受信時間（Ｔ２）を設定した走査条件を送受信回路１１０、Ｂモード
処理回路１２０、及びドプラ処理回路１３０へ送り、その走査条件による超音波走査を実
行させる。つまり、調整機能１７３は、各走査線における超音波送受信を、第２送受信時
間（Ｔ２）で実行させる。
【００７４】
　このように、調整機能１７３は、走査線の数が減少する場合には、より長い第２送受信
時間（Ｔ２）を算出する。これにより、調整機能１７３は、各フレームの走査間隔が短く
なるのを防ぎ、変更後の流速レンジを維持することができる。
【００７５】
　図６では、流速レンジの上限を上げる指示が行われた場合を説明する。図６の上段に示
すように、流速レンジの上限を上げる指示が行われる前には、超音波プローブ１０１は、
ＲＯＩ１１内の各走査線に対して第１送受信時間（Ｔ１）で超音波の送受信を行っている
。そして、第１受付機能１７１が流速レンジの上限を上げる指示を受け付けると、ＰＲＦ
は上昇する。ここで、走査線の数を維持しようとすると、超音波の送受信時間を維持でき
ず、第１送受信時間（Ｔ１）よりも短い第２送受信時間（Ｔ２）が処理回路１７０によっ
て算出される（図６の中段）。そこで、この場合、調整機能１７３は、図６の下段に示す
ように、走査条件に含まれる走査線の密度を減らすことで、第２送受信時間（Ｔ２）を維
持する（第１送受信時間（Ｔ１）と同程度に保つ）。図示の例では、調整機能１７３は、
走査線の数を１２本から８本に減らしている。そして、調整機能１７３は、走査線の密度
を減らした走査条件を送受信回路１１０、Ｂモード処理回路１２０、及びドプラ処理回路
１３０へ送り、その走査条件による超音波走査を実行させる。
【００７６】
　ここで、変更後の走査線の数を算出する処理を具体的に説明する。調整機能１７３は、
まず、走査線の数を維持すると仮定した場合の不足分の送受信時間を、下記の式（１）に
よって算出する。なお、式（１）において、ΔＴは不足分の送受信時間を表し、Ｔ１は第
１送受信時間を表し、Ｔ２は第２送受信時間を表す。また、Ｒｎｕｍ１は、流速レンジの
上限を上げる指示を受け付ける前の走査線の数を表す。
【００７７】
　ΔＴ＝Ｔ１×Ｒｎｕｍ１－Ｔ２×Ｒｎｕｍ１　・・・　（１）
【００７８】
　続いて、調整機能１７３は、不足分の送受信時間（ΔＴ）が何本の走査線に対応するか
を、下記の式（２）によって算出する。なお、式（２）において、Ｒｎｕｍ２は、不足分
の送受信時間（ΔＴ）で送受信可能な走査線の数を表す。
【００７９】
　Ｒｎｕｍ２＝ΔＴ／Ｔ１　・・・　（２）
【００８０】
　そして、調整機能１７３は、流速レンジ変更後の走査線の数を、下記の式（３）によっ
て算出する。なお、式（３）において、Ｒｎｕｍ３は、流速レンジ変更後の走査線の数を
表す。
【００８１】
　Ｒｎｕｍ３＝Ｒｎｕｍ１－Ｒｎｕｍ２　・・・　（３）
【００８２】
　このように、調整機能１７３は、第２送受信時間（Ｔ２）が第１送受信時間（Ｔ１）よ
り小さくなる場合には、走査線の数（密度）を減らすことにより、第２送受信時間（Ｔ２
）を維持する。具体的には、調整機能１７３は、ＲＯＩの方位方向の長さを維持しつつ、
走査線の数を減少させる。
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【００８３】
　なお、上記のように、走査線の数を減らす処理を行う場合には、調整機能１７３は、警
告を報知させてもよい。例えば、調整機能１７３は、走査条件に含まれる走査線の数を減
らした場合に、「画質が劣化している可能性があります」等のメッセージをディスプレイ
１０３に表示させる。なお、調整機能１７３は、走査線の数を減らした場合に、常に警告
を報知するのではなく、例えば、一定数の減少を許容した上で、警告を報知してもよい。
つまり、調整機能１７３は、走査線の数（若しくは密度）の閾値を記憶しており、走査条
件に含まれる走査線の数が閾値以下となった場合に、警告を報知することとしてもよい。
【００８４】
　図７では、ＲＯＩを深さ方向へ移動させる指示が行われた場合を説明する。なお、ここ
では、当該指示が行われる前に、操作者によって流速レンジが変更され、第２送受信時間
（Ｔ２）による超音波送受信が行われている場合を説明する。
【００８５】
　図７の上段に示すように、ＲＯＩを深さ方向へ移動させる指示が行われる前には、超音
波プローブ１０１は、ＲＯＩ１１内の各走査線に対して第２送受信時間（Ｔ２）で超音波
の送受信を行っている。そして、第２受付機能１７２がＲＯＩを深さ方向へ移動させる指
示を受け付けると、図７の中段に示すように、ＲＯＩ１４の深さ方向への移動に伴って、
第２送受信時間（Ｔ２）よりも長い第１送受信時間（Ｔ１）が処理回路１７０によって算
出される。そこで、この場合、調整機能１７３は、図７の下段に示すように、走査条件に
含まれる走査線の数（密度）を減らすことで、第２送受信時間（Ｔ２）を第１送受信時間
（Ｔ１）と同程度に延長させる。図示の例では、調整機能１７３は、走査線の数を１２本
から８本に減らしている。そして、調整機能１７３は、走査線の密度を減らした走査条件
を送受信回路１１０、Ｂモード処理回路１２０、及びドプラ処理回路１３０へ送り、その
走査条件による超音波走査を実行させる。
【００８６】
　このように、調整機能１７３は、第２送受信時間（Ｔ２）が第１送受信時間（Ｔ１）よ
り小さくなる場合には、走査線の数（密度）を減らすことにより、第２送受信時間（Ｔ２
）を第１送受信時間（Ｔ１）と同程度に維持する。具体的には、調整機能１７３は、ＲＯ
Ｉの方位方向の長さを維持しつつ、走査線の数を減少させる。これによれば、調整機能１
７３は、例えば、ＲＯＩの大きさとフレームレートを維持しつつ、所望の流速レンジに調
整することができる。
【００８７】
　図８では、ＲＯＩを深さ方向へ移動させる指示が行われた場合を説明する。なお、図８
は、図７の変形例に対応する。
【００８８】
　図８の上段に示すように、ＲＯＩを深さ方向へ移動させる指示が行われる前には、超音
波プローブ１０１は、ＲＯＩ１１内の各走査線に対して第２送受信時間（Ｔ２）で超音波
の送受信を行っている。そして、第２受付機能１７２がＲＯＩを深さ方向へ移動させる指
示を受け付けると、図８の中段に示すように、ＲＯＩ１４の深さ方向への移動に伴って、
第２送受信時間（Ｔ２）よりも長い第１送受信時間（Ｔ１）が処理回路１７０によって算
出される。そこで、この場合、調整機能１７３は、図８の下段に示すように、走査条件に
含まれるＲＯＩ１５の方位方向を狭めることで、走査線の数を減らし、第２送受信時間（
Ｔ２）を第１送受信時間（Ｔ１）と同程度に延長させる。図示の例では、調整機能１７３
は、走査線の数を１２本から８本に減らしている。そして、調整機能１７３は、ＲＯＩを
狭めた走査条件を送受信回路１１０、Ｂモード処理回路１２０、及びドプラ処理回路１３
０へ送り、その走査条件による超音波走査を実行させる。
【００８９】
　このように、調整機能１７３は、第２送受信時間（Ｔ２）が第１送受信時間（Ｔ１）よ
り小さくなる場合には、ＲＯＩの方位方向を狭めつつ走査線の数を減らすことにより、第
２送受信時間（Ｔ２）を第１送受信時間（Ｔ１）と同程度に維持する。これによれば、調
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整機能１７３は、ＲＯＩの方位方向を狭めることで、画質（ラスタ密度）を維持しつつ、
所望の流速レンジに調整することができる。すなわち、ＲＯＩを深さ方向へ移動させる指
示はＲＯＩを目標に近づかせる行為と考えられるため、ＲＯＩが多少狭まっても弊害は少
なく、むしろ画質を劣化させないというメリットがある。
【００９０】
　図９は、第１の実施形態に係る超音波診断装置１の処理手順を示すフローチャートであ
る。図９に示す処理手順は、例えば、ドプラモード用の超音波走査を開始する旨の開始指
示を操作者から受け付けた場合に開始される。
【００９１】
　ステップＳ１０１において、処理回路１７０は、ドプラモード用の超音波走査を開始す
る旨の開始指示を受け付けたか否かを判定する。ここで、ドプラモード用の超音波走査を
開始する旨の開始指示を受け付けると、処理回路１７０は、ステップＳ１０２以降の処理
を開始する。なお、ステップＳ１０１が否定される場合には、ステップＳ１０２以降の処
理は開始されず、処理回路１７０の各処理機能は待機状態である。
【００９２】
　ステップＳ１０１が肯定されると、ステップＳ１０２において、処理回路１７０は、ド
プラモード用の超音波走査を実行する。例えば、処理回路１７０は、送受信回路１１０、
Ｂモード処理回路１２０、及びドプラ処理回路１３０等を制御することで、超音波走査の
制御を行う。
【００９３】
　ステップＳ１０３において、処理回路１７０は、画像を表示する。例えば、処理回路１
７０は、ドプラモード用の超音波走査によって収集した反射波データに基づき、画像生成
回路１４０によって生成された画像をディスプレイ１０３に表示する。具体的には、処理
回路１７０は、組織像を表示するとともに、組織像１０上の指定された領域（ＲＯＩ）に
血流画像を重畳表示する。
【００９４】
　ステップＳ１０４において、第１受付機能１７１は、流速レンジの変更を受け付けたか
否かを判定する。ここで、流速レンジの変更を受け付けると、第１受付機能１７１は、ス
テップＳ１０５以降の処理を実行する。なお、ステップＳ１０４が否定される場合には、
ステップＳ１１１の処理へ移行する。
【００９５】
　ステップＳ１０４が肯定されると、ステップＳ１０５において、調整機能１７３は、第
１送受信時間（Ｔ１）を処理回路１７０の内部メモリから取得する。この第１送受信時間
（Ｔ１）は、例えば、ＲＯＩ内の各走査線で行われる超音波送受信にかかる送受信時間で
あり、第１指示によって変更された後の流速レンジ以外の走査条件によって決まる。
【００９６】
　ステップＳ１０６において、調整機能１７３は、第２送受信時間（Ｔ２）を処理回路１
７０の内部メモリから取得する。この第２送受信時間（Ｔ２）は、例えば、第１指示によ
って変更された後の流速レンジによって算出される。
【００９７】
　ステップＳ１０７において、調整機能１７３は、第１送受信時間（Ｔ１）及び第２送受
信時間（Ｔ２）を比較し、第２送受信時間（Ｔ２）が第１送受信時間（Ｔ１）より大きい
か否かを判定する。ここで、第２送受信時間（Ｔ２）が第１送受信時間（Ｔ１）より大き
い場合には、調整機能１７３は、ステップＳ１０８の処理を実行する。一方、第２送受信
時間（Ｔ２）が第１送受信時間（Ｔ１）より小さい場合には、調整機能１７３は、ステッ
プＳ１０９の処理を実行する。
【００９８】
　ステップＳ１０７が肯定されると、ステップＳ１０８において、調整機能１７３は、走
査条件に第２送受信時間（Ｔ２）を設定する。具体的には、調整機能１７３は、走査条件
に含まれるパラメータのうち、送受信時間を第２送受信時間（Ｔ２）に設定し、他のパラ
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メータを維持する。これにより、調整機能１７３は、第２送受信時間（Ｔ２）を設定した
走査条件による超音波走査を、送受信回路１１０、Ｂモード処理回路１２０、及びドプラ
処理回路１３０に実行させる。
【００９９】
　ステップＳ１０７が否定されると、ステップＳ１０９において、調整機能１７３は、走
査線の数を減らして、第２送受信時間（Ｔ２）を第１送受信時間（Ｔ１）に近づけるよう
に維持する。そして、調整機能１７３は、走査条件の走査線の数を変更する。これにより
、調整機能１７３は、走査線の数を変更した走査条件による超音波走査を、送受信回路１
１０、Ｂモード処理回路１２０、及びドプラ処理回路１３０に実行させる。
【０１００】
　ステップＳ１１０において、調整機能１７３は、流速レンジを変更する。例えば、調整
機能１７３は、第１受付機能１７１が受け付けた第１指示に応じて、流速レンジの上限を
変更する。
【０１０１】
　ステップＳ１１１において、第２受付機能１７２は、流速レンジ以外の他のパラメータ
の変更を受け付けたか否かを判定する。ここで、他のパラメータの変更を受け付けると、
処理回路１７０は、ステップＳ１０５以降の処理を実行する。なお、ステップＳ１１１が
否定される場合には、ステップＳ１１２の処理へ移行する。
【０１０２】
　ステップＳ１１１が否定されると、ステップＳ１１２において、処理回路１７０は、ド
プラモード用の超音波走査を終了する旨の終了指示を受け付けたか否かを判定する。ここ
で、ドプラモード用の超音波走査を終了する旨の終了指示を受け付けると、処理回路１７
０は、図９の処理手順を終了する。なお、ステップＳ１１２が否定される場合には、ステ
ップＳ１０２の処理へ移行する。
【０１０３】
　上述してきたように、第１の実施形態に係る超音波診断装置１は、流速値の範囲を変更
する指示を受け付けるとともに、受け付けた流速値の範囲を、他のパラメータの変更に依
らず一定に維持する調整を行う。このため、第１の実施形態に係る超音波診断装置１は、
所望の流速値の範囲で血流情報を表示することができる。
【０１０４】
　また、例えば、超音波診断装置１は、第１送受信時間と第２送受信時間とを比較し、比
較結果に応じて調整を行う。これによれば、超音波診断装置１は、所望の流速値の範囲で
血流情報を表示するために必要な送受信時間の不足分を検知するので、この不足分に応じ
た調整を行うことが可能となる。
【０１０５】
　図１０は、第１の実施形態に係る超音波診断装置１の適用例を示す図である。図１０で
は、組織像１０上で血流画像を表示するＲＯＩ１１の大きさが、操作者の指示により変更
される場合について説明する。すなわち、図１０の上段には、大きさが変更される前のＲ
ＯＩ１１の血流画像を例示し、下段には、大きさが変更された後のＲＯＩ１３の血流画像
を例示する。なお、ＲＯＩ１１，１３には、血流が検出された位置に対して、その流速値
に対応する画素値が割り当てられている。ＲＯＩ１１，１３において検出された流速値の
範囲（以下、「流速レンジ」とも表記する）は、スケール１２によって示されている。な
お、図１０では、流速レンジを変更する指示が行われた結果、流速レンジの上限が１．５
［ｃｍ／ｓ］に変更された後の処理を説明する。
【０１０６】
　図１０の上段に示す例では、１．５［ｃｍ／ｓ］を上限とする低流速の血流の様子が、
ＲＯＩ１１の方位方向に沿って精度良く捉えられ、表示されている。そして、ＲＯＩを狭
める指示を操作者から受け付けると、図１０の下段に示すように、ＲＯＩ１１が狭められ
てＲＯＩ１３となり、このＲＯＩ１３内の血流が検出され、表示される。
【０１０７】
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　ここで、ＲＯＩ１１からＲＯＩ１３に方位方向の長さが狭められると、第１の実施形態
に係る超音波診断装置１において、調整機能１７３は、走査線の数の減少に応じて、より
長い第２送受信時間（Ｔ２）を算出する。これにより、超音波診断装置１は、各フレーム
の走査間隔が短くなるのを防ぎ、変更後の流速レンジの上昇を抑えて維持することができ
る。したがって、第１の実施形態に係る超音波診断装置１は、図１０の下段に示すように
、低流速の血流がＲＯＩ１１と同程度に描出されるＲＯＩ１３を提供することができる。
これによれば、例えば、超音波診断装置１は、医師が低流速の血流を診断に用いる場合に
、医師が所望する流速の血流画像を提供することが可能となる。
【０１０８】
（その他の実施形態）
　上述した実施形態以外にも、種々の異なる形態にて実施されてもよい。
【０１０９】
（流速レンジを上げる指示を不可とする場合（禁止処理））
　例えば、上記の第１の実施形態では、流速レンジを上げる指示にも下げる指示にも対応
可能な場合を説明したが、実施形態はこれに限定されるものではない。例えば、流速レン
ジを上げる指示を不可としてもよい。
【０１１０】
　この場合、超音波診断装置１において、調整機能１７３は、次のように処理を実行する
。例えば、調整機能１７３は、第１受付機能１７１が受け付けた第１指示が流速値の範囲
の上限を上げる指示であれば、警告を報知させ、第１指示が流速値の範囲の上限を下げる
指示であれば、流速値の範囲の上限を下げ、上限を下げた流速値の範囲を、第２受付機能
１７２が流速値の範囲に係るパラメータを変更する第２指示を受け付けた場合にも維持す
る調整を行う。
【０１１１】
　すなわち、調整機能１７３は、第１受付機能１７１が流速レンジの上限を下げる指示を
受け付けた場合には、上述した処理によって第２送受信時間（Ｔ２）を長くする。そして
、これ以降、流速値の範囲を変更する指示以外の如何なる指示を受け付けたとしても、長
くした第２送受信時間（Ｔ２）を維持する。一方、調整機能１７３は、第１受付機能１７
１が流速レンジの上限を上げる指示を受け付けた場合には、流速レンジを上げず、警告を
報知する。これにより、超音波診断装置１は、所望の流速値まで下げることを可能にしつ
つも、画質が低下する可能性を排除することができる。
【０１１２】
　更に、超音波診断装置１は、流速レンジを上げる指示にも下げる指示にも対応可能な動
作モードと、流速レンジを上げる指示のみを不可とする動作モードとを備えておき、これ
らの動作モードをＵＩにて選択可能にしてもよい。
【０１１３】
　更に、超音波診断装置１は、流速レンジを上げる指示にも下げる指示にも対応可能な場
合（動作モード）において、流速レンジを上げる指示によって分解能を下げざるを得ない
場合に、その指示を不可（禁止処理）としてもよい。例えば、装置内部で予め規定される
条件や、操作者から受け付けた各種の条件により、「Ｔ１＜Ｔ２」となる状況では、流速
レンジを上げたとしても分解能（走査線の数）を下げる必要が無い。つまり、「Ｔ１＜Ｔ
２」が維持される範囲内においては、第１受付機能１７１が流速レンジを上げる指示を受
け付けると、調整機能１７３は、指示に応じて流速レンジを上げる。一方、流速レンジを
上げた結果、「Ｔ１＞Ｔ２」となる状況では、分解能（走査線の数）を下げざるを得ない
。つまり、「Ｔ１＞Ｔ２」が維持できない範囲内であれば、第１受付機能１７１が流速レ
ンジを上げる指示を受け付けても、調整機能１７３は、流速レンジを上げない（禁止処理
）。このように、超音波診断装置１は、分解能を犠牲にしない範囲内では流速レンジを上
げる指示にも下げる指示に対応しつつ、分解能を犠牲にせざるを得ない指示については禁
止する。このため、超音波診断装置１は、分解能を犠牲にすることなく、流速レンジの上
げ下げに適宜対応することができる。
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　また、図示した各装置の各構成要素は機能概念的なものであり、必ずしも物理的に図示
の如く構成されていることを要しない。すなわち、各装置の分散・統合の具体的形態は図
示のものに限られず、その全部又は一部を、各種の負荷や使用状況等に応じて、任意の単
位で機能的又は物理的に分散・統合して構成することができる。更に、各装置にて行われ
る各処理機能は、その全部又は任意の一部が、ＣＰＵ及び当該ＣＰＵにて解析実行される
プログラムにて実現され、或いは、ワイヤードロジックによるハードウェアとして実現さ
れ得る。
【０１１５】
　また、上記の実施形態において説明した各処理のうち、自動的に行われるものとして説
明した処理の全部又は一部を手動的に行うこともでき、或いは、手動的に行われるものと
して説明した処理の全部又は一部を公知の方法で自動的に行うこともできる。この他、上
記文書中や図面中で示した処理手順、制御手順、具体的名称、各種のデータやパラメータ
を含む情報については、特記する場合を除いて任意に変更することができる。
【０１１６】
　また、上記の実施形態で説明した超音波イメージング方法は、予め用意された超音波イ
メージングプログラムをパーソナルコンピュータやワークステーション等のコンピュータ
で実行することによって実現することができる。この超音波イメージング方法は、インタ
ーネット等のネットワークを介して配布することができる。また、この超音波イメージン
グ方法は、ハードディスク、フレキシブルディスク（ＦＤ）、ＣＤ－ＲＯＭ、ＭＯ、ＤＶ
Ｄ等のコンピュータで読み取り可能な記録媒体に記録され、コンピュータによって記録媒
体から読み出されることによって実行することもできる。
【０１１７】
　以上説明した少なくともひとつの実施形態によれば、所望の流速値の範囲で血流情報を
表示することができる。
【０１１８】
　本発明のいくつかの実施形態を説明したが、これらの実施形態は、例として提示したも
のであり、発明の範囲を限定することは意図していない。これら実施形態は、その他の様
々な形態で実施されることが可能であり、発明の要旨を逸脱しない範囲で、種々の省略、
置き換え、変更を行うことができる。これら実施形態やその変形は、発明の範囲や要旨に
含まれると同様に、特許請求の範囲に記載された発明とその均等の範囲に含まれるもので
ある。
【符号の説明】
【０１１９】
　　　１　　　超音波診断装置
　１００　　　装置本体
　１３０　　　ドプラ処理回路
　１７０　　　処理回路
　１７１　　　第１受付機能
　１７２　　　第２受付機能
　１７３　　　調整機能
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